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168-衆-外務委員会-5 号 平成 19 年 12 月 07 日      

 
○笠井委員  

日本共産党の笠井亮です。守屋前防衛事務次官の接待問題に端を発した問題は、日米両国にま

たがる、底深く、そして広範囲にわたる一大軍事利権疑惑に発展しつつあります。その中で、弾

道ミサイル防衛、ＢＭＤにかかわる問題についてきょうは取り上げたいと思います。 
 このミサイル防衛は、振り返ってみますと、一九九八年の日米安全保障協議委員会、いわゆる

２プラス２で、当時の高村外務大臣、額賀防衛庁長官とオルブライト国務長官、コーエン国防長

官の間で技術研究の推進が合意されて始まったものであります。 
 逮捕された守屋容疑者は、一九九五年に防衛庁内に設置された弾道ミサイル防衛研究室の室長

を務めて以来、このミサイル防衛にも深くかかわってきたことで知られております。昨年九月に

は、日本へのミサイル防衛システムの導入に多大なリーダーシップを発揮したということで、こ

れは防衛省のホームページですけれども、デイビッド・イスラエル賞まで受賞しているというこ

とになっている。 
 そこで、江渡防衛副大臣にお越しいただいておりますが、防衛省では、ミサイル防衛の一環と

して、この弾道ミサイルを探知、追尾する警戒管制レーダー、ＦＰＳ―５、この配備を二〇〇六

年度から開始しているというふうに思うんですけれども、部品を含む契約の総額、契約先の企業、

契約方式について簡潔にお答えください。 
◆江渡副大臣  

お答えさせていただきたいと思います。 
 委員御質問の固定式警戒管制レーダー装置、Ｊ／ＦＰＳ―５の本体に係る契約額等は以下のと

おりでございます。 
 契約件名は、今お話ししたＪ／ＦＰＳ―５でありますけれども、契約日平成十九年一月三十日、

契約額百九億二千三百十五万円でありまして、契約方式ですけれども、公募を行いましたけれど

も、一社のみであったために随契をさせていただきました。契約相手方は三菱電機株式会社でご

ざいます。 
 また、この固定式警戒管制レーダーの初度部品のことにつきましてですけれども、これは二回

に分けて契約をされております。 
 契約件名は、固定式警戒管制レーダー装置、Ｊ／ＦＰＳ―５用の初度部品でありまして、契約

日、最初の方は十九年の三月一日、契約額は十二億九千百五十万円であります。契約方式であり

ますけれども、一般競争入札に付しましたけれども、この三菱電機一社のみが応札したため、予

定価格に達しませんでした。そこで、予算決算及び会計令第九十九条の二の規定に従いまして、

随意契約しております。 
 もう一件でありますけれども、同じく固定式警戒管制レーダー装置、Ｊ／ＦＰＳ―５用の初度

部品でありますけれども、こちらは十九年の三月二日でございます。契約額四億七千三百九十七

万円であります。契約方式ですけれども、先ほどお話ししたとおり、一般競争入札をしましたけ

れども、三菱電機の一社のみであり、そして、予定価格に達しなかったために、先ほど申したよ

うに、予算決算及び会計令第九十九条の二の規定に従いまして、随意契約しています。 
 
○笠井委員  

 この警戒管制レーダーの契約でも、三つ言われましたけれども、部品を含めて百二十七億円で、

すべてが随意契約というやり方で三菱電機一社だけで独占受注をしている実態があるわけであり

ます。 
 防衛省の資料によれば、警戒管制レーダーは、九九年度から〇四年度までに開発試作と技術試
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験、〇四年度と〇五年度に実用試験を実施して、〇五年度に開発を完了しております。この開発

を完了した警戒管制レーダーの、翌二〇〇六年度から装備化する上で決定的な役割を果たしたの

が、当時の防衛庁長官と装備審査会議議長の間で交わされた実用試験結果の報告、評価に関する

諮問と答申であります。 
 防衛省提出の当時の資料を見ますと、警戒管制レーダーの実用試験結果の報告、評価をめぐっ

ては、〇六年五月二十九日付で防衛庁長官から装備審査会議議長あてに諮問がなされて、同年六

月十九日付で同会議議長から長官あてに答申が出ております。 
 そこで、伺いますが、この当時の装備審査会議の議長と防衛庁長官はそれぞれだれでしたか。

名前だけここでお答えください。 
◆江渡副大臣  

 お答えさせていただきたいと思います。 
 委員御指摘のとおり、将来警戒管制レーダーの実用試験の結果の……（笠井委員「名前だけ言

ってください」と呼ぶ）名前でございますか。平成十八年五月二十九日のこの諮問された段階に

おいて、防衛庁長官は額賀福志郎防衛庁長官であります。装備審査会議の議長は守屋武昌事務次

官であります。 
 そして、この評価について……（笠井委員「いや、それで結構です、名前だけで」と呼ぶ）結

構ですか。 
 
○笠井委員  

 はい。（発言する者あり）余計なことを答えるからです。 
 実用試験結果の評価をめぐって、管制レーダーが部隊の使用に供し得るものと認めるという形

で装備化にゴーサインを出したのが、まさに守屋容疑者であり、当時の額賀防衛庁長官でありま

した。 
 しかも、額賀大臣は、十月三十日の参議院の財政金融委員会と十一月十九日の参議院決算委員

会で、警戒管制レーダーを独占受注している三菱電機の三菱グループから接待を受けたこと、三

菱の接待施設と呼ばれる開東閣に行ったことがあるというふうに答弁をいたしております。これ

は、私、看過できない重大答弁だと思います。 
 そこで、お配りした資料をごらんいただきたいと思います。 
 その一ページ目ですけれども、この問題の経緯、答弁、発言をまとめてみました。弾道ミサイ

ル防衛のシステム配備について、〇三年度から〇七年度までの五年間の推移を整理したものであ

ります。 
 額賀大臣は、参議院の委員会で、三菱グループからの接待に関連して、安全保障議員協議会と

いう団体の名前を挙げました。この団体は、額賀大臣みずからが副会長を務める団体で、外務省

所管の日米平和・文化交流協会とともに、日米安全保障戦略会議を主催しております。八年間で

一兆円規模ものミサイル防衛について、この戦略会議では、額賀大臣はミサイル防衛の推進を繰

り返し訴えて、それに対して、三菱グループ側からレーダーの早期整備化を求める発言が行われ

ております。大臣、今ちょうど資料を見ていただいておるんですが、この警戒管制レーダーをめ

ぐっては、額賀氏は、三菱側が早期整備化を求めていたことを認識していたと。 
 しかも、〇六年五月と六月に、額賀、守屋両氏の間で交わされた諮問、答申と前後して、額賀

大臣は、計四回もの政治資金パーティーを開いております。額賀大臣は、このすべてのパーティ

ーで山田洋行からパーティー券を購入してもらったと答弁しておりますけれども、さらに親密で

接待まで受けている三菱電機、先ほど申し上げました、開東閣に行ったことがあるということま

で言っている。そういう三菱電機からはパーティー券を買ってもらっていなかったのかという疑

問が当然生じてまいります。そして、買ってもらっているとすれば重大であります。 
 つまり、この問題で三菱側が早期整備化を求めていることを十分承知しながら、そして、その
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三菱の接待を受けていたことを額賀大臣自身も認めている。そして、こういう経過の中で、こう

いう形で諮問、答申が行われてきたということであります。 
 きょうは、当事者がいませんのでこの程度にしておきますけれども、高村大臣、私が伺いたか

ったのは、大臣自身も十年前に２プラス２でかかわって始まったミサイル防衛をめぐって、それ

こそ大臣がお知りにはならないうちに軍事利権の対象とされて、疑惑があったとしたら、これは

たまらぬなと、私が大臣だったらそういう思いがするんですけれども、そういうお気持ちじゃな

いかと思うんですが、率直に言って御胸中はどうでしょうか。 
◆高村国務大臣  

軍事利権の対象にはなっていないとは思っておりますが、もしあったとしたらとんでもないこ

とであります。 
 お国のために必要なことでありますから、このミサイル防衛は進めていかなければいけないと

思っていますし、それにとって有害なようなことをやることはとんでもない。有害でないとして

も、利権にかかわることはとんでもないことだと思っています。 
 そういうことはないと思っているということを前提にですよ。 
 
○笠井委員  

 あったとしたら問題だ、おっしゃるとおりで、私は、国にとって必要という点では大いに意見

が違いますが、まさにこの点では政府としての徹底調査、究明が必要だと思います。 
 この問題、外務省は無縁じゃありませんで、所管の社団法人日米平和・文化交流協会と先ほど

言いました。これについて外務省に伺いたいんですが、二〇〇五年四月に、この協会の前身であ

った日米文化振興会に立入調査が行われて、七月に当時の町村外務大臣の命令が発出されて、八

項目にわたる「改善を要する事項」が提起されております。 
 私、ここに現物がありますけれども、その六項の中で、「貴法人の事業のうち、」ということが

あって、「国防情報の配信事業は、定款第三条に定める貴法人の目的及び第四条に定める事業に照

らし、定款外の事業と考えられるので、行わないこと。」というふうにされて、協会がこの命令に

従っている。 
 外務省に伺いたいんですが、ここで言う日米平和・文化交流協会が実施していた国防情報の配

信事業というのはどういうもので、定款三条、四条に照らしてなぜそれが問題とされたのか。端

的に、どういうもので、なぜ問題だったか言ってください。 
◆山本政府参考人  

お答えいたします。 
 国防情報というのは、例えば装備情報とか企業関係の情報とか、いろいろなそういうものを取

りまとめて、彼らがメンバーの企業、研究機関などに配信していたもののことです。 
 我々は、立入検査をしました際に、この法人の定款の「目的」は、日米両国の文化の交流を行

い日米両国民の親善を図るということにあって、「事業」も、この目的を達成するために必要な事

業とあるものですから、国防情報の配信に特化した事業というのは定款外の事業ではないかと判

断をして、大臣命令を発出したものです。 
 これに対して法人側からは、命令に従い、国防情報の配信事業は実施することなく改善すると

いう回答を得ております。 
 
○笠井委員  

 今あったとおり、命令を受けて回答して、ディフェンスニュースというものの配信をやめて、

協会の名称も一連のこの命令の中で日米平和・文化交流協会に改称されて、新しい定款が定めら

れました。そして、目的、事業も書かれましたけれども、そこにかかわる三条、四条、問題にな

ったところはそのまま引き継がれているわけであります。 
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 この間、二〇〇三年以来、日米安全保障戦略会議が毎年開かれまして、防衛装備展というのが

同時開催をされております。精巧なミサイル模型などが展示をされている。この行事を、安全保

障議員協議会とともに、二〇〇六年には前身の日米文化振興会が主催者に名前を連ねて、そして、

お手元の資料の二ページにありますが、二〇〇七年には日米平和・文化交流協会も主催者に名を

連ねております。 
 そこで、外務省に伺いたいんですが、防衛情報の配信事業でさえ、文化交流とか日米の親善と

いう目的や事業からすると外れているのでやめるように命令したのに、防衛装備展を主催すると

いうことをよしとするのか。これはどう説明するんでしょうか。 
◆山本政府参考人  

 これは、情報を配信するということではなくて、定款にもございますけれども、定款の中に法

人の事業の内容として、「日本と米国との文化の交流に関する講演会、懇談会、研究会、セミナー

等の開催および参加。」それからさらに、「米国における諸団体等との連絡・提携による人物交流

を目的とした招聘並びに派遣。」ということがございまして、まさしく、これは内容的には確かに

安全保障についてのものでございますけれども、今の目的に照らして適当なものだと判断してお

ります。 
 
○笠井委員  

 驚きましたね。防衛装備展という武器、ミサイルなど装備をやるのが、目的に照らして適当な

ものだというふうに外務省は言うんですか。防衛情報の配信自体はこれはまずいというわけです

よね。ところが、防衛装備展を主催するのはいいというんですか。 
◆山本政府参考人  

 大変失礼いたしました。私、防衛装備展というのを日米安全保障戦略会議とちょっと勘違いし

ました。申しわけございませんでした。 
 防衛装備展そのものは、おっしゃる意味では定款外の活動だというふうに考えております。 
 
○笠井委員  

 配信については、防衛情報の配信は定款外だからやめろというふうに命令を出したのが町村大

臣のときでありました。高村大臣、ちなみに、国防情報の配信というのをやめたと言っているん

ですが、後、この協会は名前を変えまして、米国情報ということにしまして、中身は同じ軍事情

報をやっているんですよ。 
 そういう問題もあるんですが、問題は、この防衛装備展というのは、今ありましたけれども、

適当でない、まさに外務省も言われましたが、日米防衛関係者のミサイル防衛などの議論と一体

にして、そのときに日米の軍需産業が兵器を売り込むというか、その見本をこうやって実際に模

型を展示するんです。これが文化交流に資するとか親善に資すると反するというのは当然のこと

だと私は思うんですけれども、そういう展示を外務省所管の社団法人が主催をしている、こんな

ことが許されるのか。外務省として、看過できないとすれば、何らかの対処をするのか。 
 例えば、前に防衛省関係で問題になった入札談合のときには、検討会の結果として、防衛施設

技術協会というのに自主解散を要請するという結論も出したりしていますけれども、やはりこれ

は看過できないと思うんですが、大臣、これは何かしないと大変まずいんじゃないかと思うんで

すが、どういうふうにお考えでしょうか。 
◆高村国務大臣  

委員が御指摘のように、同協会のホームページを見ますと、防衛装備展に関する言及が行われ

て、当協会が主催団体の一つとして実施しているかのごとき印象を与えかねない部分があること

は間違いないと思います。 
 今後、この協会に対する立入検査等の機会も含め、この協会と防衛装備展の関係等についてき
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っちり調べて事実関係を把握するとともに、もし委員がおっしゃっているように本当に主催者の

一つであるとすれば、これは定款の目的外でありますから、しかるべき措置をとっていきたいと

思います。 
 
○笠井委員  

 時間が切れました。終わりますが、お手元の資料にありますように、これはちゃんと出ている

わけです。主催ということで日米平和・文化交流協会も入っていて、そしてその同時開催で防衛

装備展というふうに明確になっていますので、主催する中での行事ですから、これは明確にきち

っと対処していただきたい。今、問題があったらこれはきちんとやると言われましたから、これ

はもうきちっと大臣として対処いただきたいと思います。 
 終わります。 
 


